
レッスンに関する 重要説明事項 

 

 

□月謝制の受講料に関する届出は 10日までで、翌月期に有

効です。それ以降は翌々月の扱いになります。 

 

□月謝制の受講料のお支払いは口座引き落としをお願いし

ております。 

現金でのお支払いをご希望の方は 受講料＋手数料（500

円＋消費税）が必要となります。 

 

□子供クラスは（保険料＋年間事務手数料として）毎年入会

月に 2000円＋消費税がかかります。 

 

□本施設内のレッスン中の事故・怪我はスクール保険の範囲

内にて保証し、それ以上は補償と責任は負いかねます。  

子供クラスは保険に加入しています。大人クラスは無保険

です。 
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